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男鹿市規則第１号 

 

男鹿市財務規則の一部を改正する規則 

男鹿市財務規則（平成１７年男鹿市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（随意契約によることができる場合） （随意契約によることができる場合） 

第115条 施行令第167条の２第１項第１号の規定により規
則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、
当該各号に定める額とする。 

第115条 施行令第167条の２第１項第１号の規定により規
則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、
当該各号に定める額とする。 

⑴ 工事又は製造の請負 200万円 ⑴ 工事又は製造の請負 130万円 

⑵ 財産の買入れ 150万円 ⑵ 財産の買入れ 80万円 

⑶ 物件の借入れ 80万円 ⑶ 物件の借入れ 40万円 

⑷ 財産の売払い 50万円 ⑷ 財産の売払い 30万円 

⑸ （略） ⑸ （略） 

⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 ⑹ 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

  



2 

改正後 改正前 

様式第85号(第186条関係) 様式第85号(第186条関係) 

  

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


